






要約:障害児の医療や母子保健・福祉サービスの対象者の把握が周産期医療施設でどの程

度可能であるかを知るために、大田区の新生児の出生直後の管理の実態を調査した。結果

は、出生場所からみると病院で 77.  6%、産科診療所で 22.  4%が出生していた。分娩を

取り扱っていた施設のうち上位 4 施設で 57.  8%が出生しており、分娩の特定施設への集

中化が起こっていた。また、分娩を扱っている10 病院はすべてで小児科を標榜しており、

小児科医が常勤または非常勤として勤務しており、また分娩数の多い 1診療所でも、すべ

ての新生児は小児科医の診察を受けた後退院していた。新生児室に入院中に小児科医の診

察を受けるている新生児は 87.  6%であった。また、妊娠中に異常児の出生が予測される

場合には、この地域の周産期センター施設に胎児とともに母体が送られてくる母体搬送を、

分娩数の多い病院を含めほとんどの施設が実施していた。以上の結果、周産期医療システ

ムを利用して、障害児や社会的なハイリスク症例を早期に発見し、障害児医療や保健福祉

関係者と連携して適切なサービスを提供することは、予後の改善や生活の質の向上につな

がるばかりでなく、地域の保健・福祉施設及び要員の有効活用のために重要であることが

明らかになった。


